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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 第66期中 第67期中 第68期中 第66期 第67期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) 22,312,04223,066,38221,974,90746,605,45946,171,400

経常利益（△損失） (千円) △501,103△167,976△404,189△371,218 23,738

中間(当期)純損失 (千円) 458,233 152,486 358,160 900,114 202,569

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,913,0003,335,5003,335,5003,335,5003,335,500

発行済株式総数 (株) 12,662,100

普通株式
12,662,100

Ａ種無議決権
種類株式
3,250,000

普通株式
12,662,100

Ａ種無議決権
種類株式
3,250,000

普通株式
12,662,100

Ａ種無議決権
種類株式
3,250,000

普通株式
12,662,100

Ａ種無議決権
種類株式
3,250,000

純資産額 (千円) 7,401,5127,621,1937,009,7057,798,3717,453,662

総資産額 (千円) 27,489,60727,207,42723,782,12928,040,17725,108,991

１株当たり純資産額 (円) 600.22 488.88 449.67 500.21 478.16

１株当たり中間
(当期)純損失

(円) 37.15 9.78 22.99 71.34 13.00

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.9 28.0 29.5 27.8 29.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 564,247 626,169△510,188 322,648 317,967

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 22,391 154,152 293,696 △6,816 209,827

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △342,437△918,167 113,619 115,453△1,186,203

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 3,283,5243,332,7632,709,3293,470,6082,812,201

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
575

(  229)
561

(  218)
　499
(  221)

560
(  217)

560　
(  228)

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間(連結会計年度)に係る主要な経営指標

等の推移については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第66期の発行済株式総数の増加は、平成18年11月17日開催の臨時株主総会決議により、第三者割当による新株

発行を決議したことによるものです。

４　Ａ種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に

関する事項について議決権を有しております。

５　第66期、第67期中、第67期、第68期中の１株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類株式を普通

株式と同等の株式として取り扱っております。

６　第66期、第67期中、第67期、第68期中の１株当たり中間（当期）純損失の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類

株式を普通株式と同等の株式として取り扱っております。
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７　第66期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

８　第66期、第67期中、第67期、第68期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、１株当たり中間（当

期）純損失であるため、記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当社はインテリア事業及びオフィス事業を営んでおります。

インテリア事業は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を行っており、主として当社独

自で開発した商品「リリカラ」をメーカーに製造委託し、代理店あるいは一部内装工事業者等に販売しております。

オフィス事業は、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売を行っております。

以上述べた内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

(注)　内装工事業者等への販売は関西地区を中心に僅少な為、破線で表示しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の従業員の状況

平成20年６月30日現在

区分 従業員数(名)

インテリア事業 357 (　200)

オフィス事業 121 (　 20)

その他 21 (　  1)

合計 499 (　221)

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を(　)内に外書で記載しております。

２．従業員の減少は、主に希望退職者の募集によるものであります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油等資源価格の高騰や、米国のサブプライムローン問題に端を発した景

気後退の各国への広がりを受け、生活必需品の値上げ等により個人消費は落込み、鉱工業生産指数も２四半期連続で

前期比マイナスとなる等、景気は「踊り場」から「後退局面」へと推移するとの懸念がより一層高まりました。

インテリア業界においては、昨年施行された改正建築基準法の影響から未だ回復には至らず、重要な指標である新

設住宅着工戸数は前年同期比10.1％減の54万戸となり、依然として厳しい状況が続いております。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比4.7％減の21,974百万円となりました。

事業別の状況を見ますと、インテリア事業につきましては、主力の壁装材は、２月に全点ビニル壁紙で施工性はも

とより、仕上がりの美しさも重視した100点を厳選した見本帳“らくらくリフォーム1000”、４月にはトレンドとラ

イフスタイルの多様化に応える、７つのインテリアスタイルを豊富な写真で提案する見本帳“ライト1000”を発行

し販売に注力しましたが、壁装材全体での売上高は前年同期比6.4％減の9,680百万円となりました。

カーテンにつきましては、昨年10月にライフスタイル提案を一層充実させ、よりリーズナブルになった見本帳“

サーラ3300”を発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比9.5％減の3,656百万円となりました。

床材につきましては、１月にペットボトルをリサイクルした再生ポリエステル繊維を、100％使用したカーペット

見本帳“ミオエコロジー”、２月には自己粘着タイプ（裏面のり付き）タイルカーペット見本帳“タイルカーペッ

トＰＲＯ-160・ＰＲＯ-160Ｓ”を発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比11.5％減の2,227百万円となりま

した。これらの結果インテリア事業全体の売上高は、前年同期比8.2％減の16,822百万円となりました。

一方、オフィス事業につきましては、顧客満足度を高めるための営業強化、新規顧客の開拓等に注力し、売上高は前

年同期比8.5％増の5,152百万円となりました。

利益面におきましては、オフィス事業の売上原価率はほぼ横ばいで推移したものの、インテリア事業において、壁

装材を中心として原材料価格の高騰の煽りを受け、仕入先からの商品仕入価格の値上げ要求を受け入れてまいりま

した。当社としましては、業務の効率化を図る等の合理化努力、コスト削減努力を行ってまいりましたが、高い品質の

サービスを適正価格で提供するとの観点から、商品販売価格の改定を行いました。これにより通期では原価率の改善

が見込まれておりますが、当中間会計期間においては、商品仕入価格の値上げが商品販売価格改定に先行したことに

より売上原価率は上昇しており、全体での売上総利益は前年同期比5.6％減の4,817百万円となりました。販売費及び

一般管理費につきましては、人件費、荷造運搬費をはじめとする販売費の削減に努め、前年同期比1.1％減の5,165百

万円となりましたが、営業利益を計上するには至らず、営業損失は前年同期比231百万円増の347百万円、経常損失は

前年同期比236百万円増の404百万円、中間純損失は前年同期比205百万円増の358百万円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主要因は次のとおりであります。　

当中間会計期間の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末と比較して102百万円減少し、当中間

会計期間末は2,709百万円となりました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

当中間会計期間における営業活動により使用した資金は、510百万円となりました。これは、売上債権の減少（985

百万円）、未払金の増加（403百万円）等の増加要因はありましたが、税引前中間純損失（333百万円）、仕入債務の

減少（842百万円）、未収入金の増加（228百万円）、固定資産購入等支払手形の減少（168百万円）、退職給付引当金

の減少（128百万円）等の減少要因によるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

当中間会計期間における投資活動により得た資金は、293百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却に

よる収入（142百万円）、保険積立金の解約等による収入（117百万円）によるものであります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

当中間会計期間における財務活動により得た資金は、113百万円となりました。これは主に、長・短期借入によるも

のであります。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当中間会計期間の仕入実績を事業区分別に示すと次のとおりであります。

　

事業区分 商品区分 金額(千円) 前年同期比(％)

壁装材 7,274,028 94.7

カーテン 2,599,498 89.8

インテリア事業 床材 1,951,035 87.9

その他 1,171,774 89.4

小計 12,996,337 92.1

オフィス家具 3,593,982 113.4

オフィス事業 事務用品等 702,743 88.5

小計 4,296,725 108.4

合計 17,293,062 95.7

(注)　金額には消費税等を含んでおりません。

　

(2) 販売実績

当中間会計期間の販売実績を事業区分別に示すと次のとおりであります。

　

事業区分 商品区分 金額(千円) 前年同期比(％)

壁装材 9,680,435 93.6

カーテン 3,656,179 90.5

インテリア事業 床材 2,227,828 88.5

その他 1,258,311 88.7

小計 16,822,754 91.8

オフィス家具 4,309,846 113.4

オフィス事業 事務用品等 842,306 88.8

小計 5,152,152 108.5

合計 21,974,907 95.3

(注)　金額には消費税等を含んでおりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

(2) 重要な設備計画の完了

特記すべき事項はありません。

(3) 重要な設備の新設等

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。

(4) 重要な設備の売却等

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却等は次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

事業区分別の
名称

設備の内容

帳簿価額

売却
年月

土地

建物
その他の
有形固定
資産

合計面積
(㎡)

金額
(千円)

首都圏流通センター
(千葉県習志野市)

インテリア事業 営業用設備 6,565653,599353,8547,0291,014,483
平成20年
７月

(注)　帳簿価額は、当中間会計期間において正味売却価額まで減損処理を行っております。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,500,000

Ａ種無議決権種類株式 3,250,000

Ｂ種無議決権種類株式 3,250,000

計 41,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年９月18日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,662,10012,662,100ジャスダック証券取引所 ―

Ａ種無議決権種類株式 3,250,000 3,250,000非上場 (注)

計 15,912,10015,912,100 ― ―

(注)　Ａ種無議決権種類株式（以下、「Ａ種株式」という。）の内容

イ．優先配当金

当会社が剰余金の配当を行う場合、当会社は、Ａ種株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）又はＡ種株

式の登録株式質権者（以下「Ａ種株式登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通株式登録株式質権者」という。）に先立つ剰

余金の配当は行わない。なお、１円未満の端数を生じた場合には切り捨てるものとする。

ロ．参加条項

当会社が剰余金の配当をするときは、Ａ種株主又はＡ種株式登録株式質権者に対し、Ａ種株式１株につき、普通

株主又は普通株式登録株式質権者に対して普通株式１株につき支払う額と同額を、普通株主又は普通株式登録

株式質権者と同順位にて支払う。

ハ．議決権

Ａ種株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移

転、定款変更、事業譲渡又は解散に関わる事項については、株主総会において特に議決権を有する。

ニ．株式の併合等

当会社は、Ａ種株式について、以下に定める場合を除き、株式の併合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償割

当は行わない。

(1) 当会社が当会社の普通株式について併合、分割又は株式無償割当（以下「普通株式の分割等」という。)を

行う場合において普通株式の分割等と同一比率でのＡ種株式の併合、分割又は無償割当が行われる場合

(2) 当会社が当会社の普通株式について新株予約権無償割当（以下「普通株式の新株予約権無償割当」とい

う。）を行う場合において普通株式の新株予約権無償割当と同一比率でのＡ種株式の新株予約権無償割当

が行われる場合

ホ．普通株式を対価とする取得請求権

(1) Ａ種株主は、2008年11月30日以降、当会社に対して、次号以下に定める条件で、当会社の普通株式の交付と

引換にＡ種株式を取得するよう請求することができる。

(2) 当会社が、Ａ種株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、取得の対象であるＡ種株式の払込総額を

次号以下で定める取得価額で除した株式数とする。ただし、取得により発行すべき普通株式数の算出に際

し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。
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(3) 前号で算出に用いる取得価額は、当初においては260円とするが、Ａ種株式の払込期日以降、４号ないし９

号に定める方法（以下、「調整式」という。）により調整されるものとする。ただし、調整式を用いて取得

価額を計算した結果、調整後の取得価額（以下、「調整後取得価額」という。）と調整後取得価額が適用さ

れる前日において有効な取得価額（以下、「調整前取得価額」という。）の差額が１円未満にとどまると

きは、取得価額の調整を行わない（ただし、その後、取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額

を算出する場合には、取得価額の調整式中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額からこの差額を差

し引いた額を適用する。）。なお、かかる取得価額の調整に用いる調整式においては、既発行普通株式数及

び自己普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用

する日の前日における当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数を使用するものとし、調整式を用い

た計算においては円単位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入するものとする。

(4) Ａ種株式の取得請求権行使前90取引日目に始まる90取引日のジャスダック証券取引所における当会社の

普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式

時価」という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を四捨五入する。）を調整後取得価額とする。ただし、かかる平均値が208円を下回る場合には、208円

（以下　「下限取得価額」という。）を調整後取得価額とする。

(5) 株式の分割により普通株式を発行する場合、株式の分割のための株主割当日の翌日以降（ただし、株主総

会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当

該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、当該決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降）適用される取得価額（下限取得価額を含む。以下同じ。）は、調整前

取得価額に株式分割前発行済株式数を株式分割後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることに

より調整する。なお、当会社は、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行

する旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに

取得をなした者に対しては、調整前取得価額から調整後取得価額を減じた金額に当該期間内に調整前取得

価額で発行された株式数を乗じた金額を調整後取得価額で除することにより算出される株式数の普通株

式を新たに発行する。

(6) 普通株式の株式併合を行う場合、株式併合の効力発生日以降の取得価額は、調整前取得価額に併合前発行

済株式数を併合後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。ただし、上記調整

式においては、自己普通株式の数を含まないものとする。

(7) 調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場

合（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）、払込期日の翌日以降（株主

割当日がある場合は、その日の翌日以降）の取得価額は、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じた

数に、新規発行普通株式数に１株当たりの払込金額を乗じて調整前取得価額で除した数を加えた数を、既

発行普通株式数から自己普通株式数を減じて新規発行普通株式数を加えた数で除し、調整前取得価額を乗

じた金額とすることにより調整する。なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額の調整式における「新

規発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価

額」、「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読み替えて調整するものとする。

(8) 調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取得請求される株式を発行又は処分する場合、その払込

期日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる株式の払

込期日（株主割当日がある場合はその日）に、発行又は処分される株式すべてが取得されたものとみな

し、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を使用して計

算される金額とすることで調整する。但し、当該発行又は処分される株式の取得価額がその払込期日又は

株主割当日において確定しない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定される日（以下、本号において

「取得価額決定日」という。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求されたものとみなし、当該取

得価額決定日の翌日以降これを適用する。なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る価額をもって

普通株式の交付と引換えに取得請求される株式を処分する場合には、取得価額の調整式における「新規発

行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価額」とそれぞ

れ読み替える。

(9) 取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求することが

できる新株予約権を発行する場合、その発行日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）

に適用される取得価額は、かかる新株予約権の発行日（株主割当日がある場合はその日）に、発行される

新株予約権すべてが行使されたものとみなし、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金

額」としてその新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの払込金額を使用して計算され

る金額とすることで調整する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発行日又は株主割当日において確

定しない場合、調整後取得価額は、行使価額が決定される日（以下、本号において「行使価額決定日」とい

う。）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを

適用する。
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(10)当会社は、４号ないし９号に掲げた事由によるほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少のた

めに取得価額の調整を必要とする場合、その他当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生じる事

由の発生によって取得価額の調整を必要とする場合のいずれかに該当する場合には、取締役会が４号ない

し９号に準じた調整として合理的と判断する取得価額に調整するものとする。

ヘ．金銭を対価とする取得請求権

(1) Ａ種株主は、当会社に対して、2009年11月30日以後、次号以下の条件に従い、当該Ａ種株式１株につき普通

株式時価、又は当該Ａ種株式１株につき普通株式時価、又は当該Ａ種株式１株にかかる払込金額のいずれ

か大きい金額によりその保有するＡ種株式を取得することを請求することができる。

(2) 累積の取得請求上限株数は、当該Ａ種株式の払込期日から３年目の応当日以降４年目の応当日まではその

保有するＡ種株式の50％、当該Ａ種株式の払込期日から４年目の応当日以降５年目の応当日までは75

％、当該Ａ種株式の払込期日から５年目の応当日以降は100％とする。

(3) Ａ種株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社によるＡ種株式の取得総額は、その上限を

1,098,500,000円とし、下限を取得請求権の行使の対象となるＡ種株式にかかる払込金額の総額とする。

(4) Ａ種株主は、会社法第461条の範囲を超えて、当会社に対し、Ａ種株式の取得を請求することはできないも

のとする。

ト．普通株式を対価とする取得条項

(1) 当会社は、2012年11月30日（以下「強制取得日」という。）において、普通株式の交付と引換えに、Ａ種株

式を取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、Ａ種株主が強制取得日以前に当該Ａ種株

式について取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の当該Ａ種株式についてはこの限りではな

い。

(2) Ａ種株式の強制取得と引換えにＡ種株主に対して交付する普通株式の株式数は、Ａ種株主が保有するＡ種

株式の払込金額の総額を強制取得価額（強制取得日に先立つ90取引日目に始まる90取引日のジャスダッ

ク証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）で除して算出される株式数とし、交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場

合、これを切り捨てる。

チ．株式の譲渡制限に関する規定

Ａ種無議決権種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。

リ．単元株式数

Ａ種無議決権種類株式1,000株
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(2) 【新株予約権等の状況】

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数(個) 50 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 Ｂ種無議決権種類株式 (注)５ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,250,000　(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)
当初行使価格１株当たり290
(注)１,３

同左

新株予約権の行使期間
自　　平成18年11月30日
至　　平成21年11月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　290
資本組入額　　　　145 (注)１

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権はその一部の行使
はできない

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締
役会の承認を要する

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)４ 同左

(注) １．新株予約権１個の目的である株式の数の算定方法は、金1,885万円を行使価額（以下に定義する。）で除した

数とする。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合、これを切り捨て

る。

行使価額は、当初290円とし、以下の調整に服するものとする。

(1) 新株予約権発行後、当社Ｂ種無議決権種類株式（Ｂ種無議決権種類株式が最初に発行されるまでの間は普

通株式）の分割（当社普通株式の無償割当を含む。）又は併合をする場合は、次の算式（以下、「行使価額

調整式」という。）により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×
株式分割・株式併合前の発行済株式数

株式分割・株式併合後の発行済株式数

(2) 行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合の調整後の行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

調整後行使価額は、株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、一定の議案が当社株主総会において承認

されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割の

ための株主割当日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

なお、上記但書に定める場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日

までに本新株予約権を行使した（かかる本新株予約権の行使により発行又は移転される株式の数を、以下

「承認前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につ

き、種類株式を新規発行又は移転する。この場合に１株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるもの

とする。

発行株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×承認前行使株式数

調整後行使価額

(3) 上記(1)及び(2)に定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、当社普通株式の併合を行う場合、当社

が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整

すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(4) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、行使価額の調整は行わない。

(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公

告又は通知する。ただし、当該調整後行使価額適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合

には、以後速やかに公告又は通知するものとする。

２．募集新株予約権の払込金額

金10万円
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３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

金1,885万円

４．当社を消滅会社とする合併、又は当社の権利義務を他の会社に承継させる新設分割若しくは吸収分割、当社を

完全子会社とする株式交換若しくは株式移転に基づく新株予約権に代わる新株予約権の交付及び当該新株予

約権の内容

(1) 新株予約権に代わる新株予約権が交付される場合

(ⅰ) 当社による合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）に関する合併契約が当社の株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当該合併について当社の取締役会決議がなされた場

合）、当社は、新株予約権者に対しその旨及び当該合併の効力発生日について新株予約権の要項に従い

通知を行い、かつ、当該合併が中止されない限り、合併後存続又は設立する会社（以下、「存続会社」と

いう。）をして、当該合併の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当該本新株予約権の代わり

に存続会社の株式を目的とする新株予約権（以下「存続会社の新株予約権」という。）を交付せしめ

るものとする。

(ⅱ) 当社による新設分割又は吸収分割（新株予約権に代えて他の会社の新株予約権を交付する場合に限

る。）に関する新設分割計画又は吸収分割契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が

不要の場合は、当該新設分割又は吸収分割について当社の取締役会決議がなされた場合）、当社は、新

株予約権者に対しその旨及び当該新設分割又は吸収分割の効力発生日について新株予約権の要項に従

い通知を行い、かつ、当該新設分割又は吸収分割が中止されない限り、当該他の会社（以下「承継会

社」という。）をして、当該新設分割又は吸収分割の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当

該新株予約権の代わりに承継会社の株式を目的とする新株予約権（以下「承継会社の新株予約権」と

いう。）を交付せしめるものとする。

(ⅲ) 当社が株式交換又は株式移転により他の会社（以下「完全親会社」という。）の完全子会社となるこ

とを当社の株主総会で決議した場合（株主総会決議が不要の場合は、当該株式交換又は株式移転につ

いて当社の取締役会決議がなされた場合）、当社は、新株予約権者に対しその旨及び当該株式交換又は

株式移転の効力発生日について新株予約権の要項に従い通知を行い、かつ、当該株式交換又は株式移転

が中止されない限り、完全親会社をして、当該株式交換又は株式移転の効力発生日直前における新株予

約権者に対し、当該新株予約権の代わりに完全親会社の株式を目的とする新株予約権（以下「完全親

会社の新株予約権」という。）を交付せしめるものとする。

(2) 交付される新株予約権の内容

上記(1)に基づき存続会社、承継会社又は完全親会社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりとする。

(ⅰ) 交付される新株予約権の数

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生直前において残存する新株予約権の

数と同一の数とする。

(ⅱ) 新株予約権の目的たる株式の種類

存続会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される存続会社の種

類株式、承継会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される承継

会社の種類株式、完全親会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行

される完全親会社の種類株式とする。

(ⅲ) 新株予約権の目的たる株式の数

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的調整がなされた数と

する。

(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生直前において有効な新株予約権の行

使価額に準じて決定し、上記(注)１．に準じた調整がなされるものとする。

(ⅴ) 新株予約権の行使期間

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生日以降とする。

(ⅵ) 新株予約権の行使の条件

各新株予約権はその一部の行使はできない。

(ⅶ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a) 新株予約権の行使により新株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b) 新株予約権の行使により新株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金

等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(ⅷ) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、それぞれ存続会社、承継会社又は完全親会社の取締役会の承認を受けなけ

ればならない。
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５．Ｂ種無議決権種類株式（以下、「Ｂ種株式」という。）の内容

イ．議決権

Ｂ種株式を有する株主（以下「Ｂ種株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。ただし、会社

の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関わる事項については、株

主総会において特に議決権を有する。

ロ．株式の併合等

当会社は、Ｂ種株式について、以下に定める場合を除き、株式の併合、分割、株式無償割当又は新株予約権無

償割当は行わない。

(1) 当会社が当会社の普通株式の分割等を行う場合において普通株式の分割等と同一比率でのＢ種株式の

分割、併合又は無償割当が行われる場合

(2) 当会社が当会社の普通株式の新株予約権無償割当を行う場合において普通株式の新株予約権無償割当

と同一比率でのＢ種株式の新株予約権無償割当が行われる場合

ハ．普通株式を対価とする取得請求権

(1) Ｂ種株主は、2008年11月30日又はＢ種株式が最初に発行された日から６ヶ月が経過した日のうち後に

到来する日以降、当会社に対して、本条に定める条件で、当会社の普通株式の交付と引換にＢ種株式を

取得するよう請求することができる。

(2) 当会社が、Ｂ種株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、取得の対象であるＢ種株式の払込総額

を次項以下で定める取得価額で除した株式数とする。ただし、取得により発行すべき普通株式数の算出

に際し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。

(3) 前号で算出に用いる取得価額は、Ｂ種株式の発行当初においては290円とするが、Ｂ種株式の払込期日

以降、４号ないし９号に定める方法（以下、「調整式」という。）により調整されるものとする。ただ

し、調整式を用いて取得価額を計算した結果、調整後取得価額と調整前取得価額の差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整を行わない（ただし、その後、取得価額の調整を必要とする事由が発生

し、取得価額を算出する場合には、取得価額の調整式中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額か

らこの差額を差し引いた額を適用する。）。なお、かかる取得価額の調整に用いる調整式においては、既

発行普通株式数及び自己普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又、株主割当日がない場合は

調整後取得価額を適用する日の前日における当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数を使用す

るものとし、調整式を用いた計算においては円単位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

するものとする。

(4) Ｂ種株式の取得請求権行使前90取引日目に始まる90取引日のジャスダック証券取引所における当会社

の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。以下、「普

通株式時価」という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値（円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。）を調整後取得価額とする。ただし、かかる平均値が232円を下回る場

合には、232円（以下「下限取得価額」という。）を調整後取得価額とする。

(5) 株式の分割又は無償割当により普通株式を発行する場合、株式の分割のための株主割当日の翌日以降

（ただし、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会

で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日と

する場合には、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以降）適用される取得価額（下限取得価額

を含む。以下、同じ。）は、調整前取得価額（調整後取得価額が適用される前日において有効な取得価額

をいうものとする。以下、同じ。）に株式分割又は無償割当前発行済株式数を株式分割又は無償割当後

発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する（以下、調整後の取得価額を「調

整後取得価額」という。以下、同じ。）。なお、当会社は、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の

分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以

前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日

から当該株主総会の終結の日までに取得をなした者に対しては、調整前取得価額から調整後取得価額

を減じた金額に当該期間内に調整前取得価額で発行された株式数を乗じた金額を調整後取得価額で除

することにより算出される株式数の普通株式を新たに発行する。

(6) 普通株式の株式併合を行う場合、株式併合の効力発生日以降の取得価額は、調整前取得価額に併合前発

行済株式数を併合後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。ただし、上記

調整式においては、自己普通株式の数を含まないものとする。

(7) 調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は自己普通株式を処分する

場合（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）、払込期日の翌日以

降（株主割当日がある場合は、その日の翌日以降）の取得価額は、既発行普通株式数から自己普通株式

数を減じた数に、新規発行普通株式数に１株当たりの払込金額を乗じて調整前取得価額で除した数を

加えた数を、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じて新規発行普通株式数を加えた数で除し、調

整前取得価額を乗じた金額とすることにより調整する。なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額

の調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、「１株当たりの払込金額」は

「１株当たりの処分価額」、「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読み替えて

調整するものとする。
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(8) 調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取得請求される株式を発行又は処分する場合、その

払込期日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる

株式の払込期日（株主割当日がある場合はその日）に、発行又は処分される株式すべてが取得された

ものとみなし、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」としてその株式の取得価

額を使用して計算される金額とすることで調整する。但し、当該発行又は処分される株式の取得価額が

その払込期日又は株主割当日において確定しない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定される日

（以下、本号において「取得価額決定日」という。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求さ

れたものとみなし、当該取得価額決定日の翌日以降これを適用する。なお、当会社が所有する、調整前取

得価額を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに取得請求される株式を処分する場合には、取

得価額の調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たりの払込金額」

は「１株当たりの処分価額」とそれぞれ読み替える。

(9) 取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求すること

ができる新株予約権を発行する場合、その発行日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日

以降）に適用される取得価額は、かかる新株予約権の発行日（株主割当日がある場合はその日）に、発

行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、７号の取得価額の調整式において「１株当た

りの払込金額」としてその新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの払込金額を使用

して計算される金額とすることで調整する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発行日又は株主割

当日において確定しない場合、調整後取得価額は、行使価額が決定される日（以下、本号において「行

使価額決定日」という。）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、当該行使価額

決定日の翌日以降これを適用する。

(10)当会社は、４号ないし９号に掲げた事由によるほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少の

ために取得価額の調整を必要とする場合、その他当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生

じる事由の発生によって取得価額の調整を必要とする場合のいずれかに該当する場合には、取締役会

が４号ないし９号に準じた調整として合理的と判断する取得価額に調整するものとする。

ニ．金銭を対価とする取得請求権

(1) Ｂ種株主は、当会社に対して、当該Ｂ種株式の発行日以降、次号以下の条件に従い、当該Ｂ種株式１株に

つき普通株式時価、又は当該Ｂ種株式１株にかかる払込金額のいずれか大きい金額によりその保有す

るＢ種株式を取得することを請求することができる。

(2) 累積の取得請求上限株数は、当該Ｂ種株式の払込期日から３年目の応当日以降４年目の応当日までは

その保有するＢ種株式の50％、当該Ｂ種株式の払込期日から４年目の応当日以降５年目の応当日まで

は75％、当該Ｂ種株式の払込期日から５年目の応当日以降は100％とする。

(3) Ｂ種株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社によるＢ種株式の取得総額は、その上限を払

込金額の1.3倍とし、下限を取得請求権の行使の対象となるＢ種株式にかかる払込金額の総額とする。

(4) Ｂ種株主は、会社法第461条の範囲を超えて、当会社に対し、Ｂ種株式の取得を請求することはできない

ものとする。

ホ．普通株式を対価とする取得条項

(1) 当会社は、2012年11月30日以降の取締役会が定めた日（以下「強制取得日」という。）において、普通

株式の交付と引換えに、Ｂ種株式を、取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、Ｂ種

株主が強制取得日以前に当該Ｂ種株式について取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の

当該Ｂ種株式についてはこの限りではない。

(2) Ｂ種株式の強制取得と引換えにＢ種株主に対して交付する普通株式の株式数は、Ｂ種株主が保有する

Ｂ種株式の払込金額の総額を強制取得価額（強制取得日に先立つ90取引日目に始まる90取引日のジャ

スダック証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）で除して算出される株式数とし、交付する株式数の算出にあたり、１株未

満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

ヘ．株式の譲渡制限に関する規定

Ｂ種無議決権種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。

ト．単元株式数

Ｂ種無議決権種類株式1,000株
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年１月１日～
平成20年６月30日

－ 15,912,100 － 3,335,500 － 2,617,860

（注）発行済株式総数残高の内訳は、普通株式12,662,100株、Ａ種無議決権種類株式3,250,000株であります。

　

(5) 【大株主の状況】

① 普通株式

平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済普通株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社ヤマサカエ商事 東京都狛江市東和泉１丁目32番10号 2,444 19.30

山　田　大　補 東京都狛江市 1,544 12.20

山　田　俊　子 東京都狛江市 630 4.97

リリカラ社員持株会 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 419 3.31

山　田　俊　之 東京都狛江市 413 3.26

竹　田　和　平 愛知県名古屋市天白区 300 2.36

山　田　喜　美　子 東京都中野区 277 2.19

エスアイエス セガ インターセ
トル エージー（常任代理人 株
式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

B A S L E R S T R A S S E  1 0 0 ,
 CH-4600 OLTEN SWITZERLAND

231 1.82

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目29番22号 220 1.74

山　田　典　子 東京都狛江市 208 1.64

計 ― 6,689 52.82

(注）１．所有株式数及び発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式のみを対象として計算・記載し

ております。

２．自己株式334千株(2.64％)を保有しておりますが上記の大株主からは除いております。

３．発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切捨てて、小数点第二位まで表示しており

ます。

　

② Ａ種無議決権種類株式

平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済Ａ種無議
決権種類株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

合同会社ＬＹコーポレーション 東京都中央区日本橋二丁目６番５号 3,250 100.00

計 ― 3,250 100.00

（注）所有株式数及び発行済Ａ種無議決権種類株式総数に対する所有株式数の割合は、Ａ種無議決権種類株式のみを対

象として計算・記載しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他)
Ａ種無議決権
種類株式

3,250,000 3,250
１ 株式等の状況　(1) 株式の
総数等　② 発行済株式の(注)
参照

完全議決権株式(自己株式等)
(保有自己株式)
普通株式

334,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,219,000 12,219 ―

単元未満株式 普通株式 109,100 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数
普通株式 12,662,100

― ―
Ａ種無議決権
種類株式

3,250,000

総株主の議決権 ― 15,469 ―

(注) １．完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権６個)含まれております。

２．単元未満株式には、当社所有の自己株式670株が含まれております。

３．Ａ種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散

に関する事項については議決権を有するため、議決権制限株式として記載しております。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(保有自己株式)
リリカラ株式会社

東京都新宿区西新宿
７丁目５番20号

334,000 － 334,000 2.63

計 ― 334,000 － 334,000 2.63

(注)　上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も普通株式について計算・

記載しております。

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 156 150 123 125 150 150

最低(円) 123 111 101 110 119 120

(注)　最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

尚、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

　

２　監査証明について

当社は、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基

づき、また当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、それぞれ中間財務諸表について、監査法人トーマツの中間監査を受けております。

　

３　中間連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

平成19年６月30日

当中間会計期間末

平成20年６月30日

前事業年度の

要約貸借対照表

平成19年12月31日

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　　　現金預金 3,332,763 2,709,329 2,812,201

　　　受取手形 ※
１
３
６

4,674,113 3,797,210 3,653,551

　　　売掛金 6,037,078 5,420,522 6,545,722

　　　棚卸資産 3,192,618 2,468,654 2,609,986

　　　その他の流動資産 1,663,849 1,752,573 1,479,347

　　　貸倒引当金 △23,242 △144,334 △132,926

　　　流動資産合計 18,877,18069.4 16,003,95767.3 16,967,88367.6

Ⅱ　固定資産

　　　有形固定資産 ※２

　　　　建物 ※３ 1,162,813 1,096,351 1,133,342

　　　　土地 ※３ 2,185,464 2,163,176 2,185,464

　　　　その他の有形固定資産 89,656 81,620 82,784

　　　　有形固定資産合計 3,437,93412.6 3,341,14814.1 3,401,59113.6

　　　無形固定資産 121,0630.5 104,7640.4 109,0680.4

　　　投資その他の資産

　　　　差入保証金 2,545,429 2,453,044 2,563,200

　　　　その他の投資

　　　　その他の資産
※
２

３
2,528,503 2,210,612 2,374,256

　　　　貸倒引当金 △302,684 △331,398 △307,009

　　　　投資その他の資産合計 4,771,24817.5 4,332,25918.2 4,630,44718.4

　　　固定資産合計 8,330,24630.6 7,778,17132.7 8,141,10732.4

　　　資産合計 27,207,427100.0 23,782,129100.0 25,108,991100.0
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前中間会計期間末

平成19年６月30日

当中間会計期間末

平成20年６月30日

前事業年度の

要約貸借対照表

平成19年12月31日

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　　支払手形 ※１ 2,951,288 2,845,136 2,684,310

　　　買掛金 11,321,795 9,375,518 10,379,186

　　　短期借入金 ※３ 1,755,000 2,048,337 1,790,002

　　　１年内返済予定の

　　　長期借入金
※３ 410,560 175,420 268,160

　　　１年内償還予定の社債 120,000 120,000 120,000

　　　未払法人税等 44,138 40,923 73,023

　　　賞与引当金 169,200 113,000 71,800

　　　その他の流動負債 1,328,592 1,104,414 1,053,469

　　　流動負債合計 18,100,57466.5 15,822,75066.5 16,439,95165.5

Ⅱ　固定負債

　　　社債 150,000 30,000 90,000

　　　長期借入金 ※３ 270,380 188,280 175,700

　　　退職給付引当金 585,895 455,462 584,372

　　　その他の固定負債 479,382 275,931 365,304

　　　固定負債合計 1,485,6585.5 949,6734.0 1,215,3764.8

　　　負債合計 19,586,23372.0 16,772,42370.5 17,655,32870.3
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前中間会計期間末

平成19年６月30日

当中間会計期間末

平成20年６月30日

前事業年度の

要約貸借対照表

平成19年12月31日

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 3,335,50012.2 3,335,50014.0 3,335,50013.3

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 2,617,860 2,617,860 2,617,860

　　(2) その他資本剰余金 1,000,395 1,000,395 1,000,395

　　　資本剰余金合計 3,618,25613.3 3,618,25615.2 3,618,25614.4

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 188,000 188,000 188,000

　　(2) その他利益剰余金

　　　　固定資産圧縮積立金 58,724 55,260 56,939

　　　　土地圧縮積立金 105,095 105,095 105,095

　　　　別途積立金 1,095,000 1,095,000 1,095,000

　　　　繰越利益剰余金 △1,043,401 △1,448,179 △1,091,698

　　　利益剰余金合計 403,4181.5 △4,824△0.0 353,3351.4

　４　自己株式 △57,427△0.2 △57,690△0.2 △57,651△0.2

　　　株主資本合計 7,299,74626.8 6,891,24129.0 7,249,44028.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券

　　　評価差額金
316,4461.2 113,4640.5 199,2220.8

　　　評価・換算差額等合計 316,4461.2 113,4640.5 199,2220.8

Ⅲ　新株予約権 5,0000.0 5,0000.0 5,0000.0

　　　純資産合計 7,621,19328.0 7,009,70529.5 7,453,66229.7

　　　負債純資産合計 27,207,427100.0 23,782,129100.0 25,108,991100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日

当中間会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日

前事業年度の

要約損益計算書

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ　売上高 23,066,382100.0 21,974,907100.0 46,171,400100.0

Ⅱ　売上原価 17,960,78977.9 17,157,10378.1 35,803,09877.5

　　　売上総利益 5,105,59322.1 4,817,80421.9 10,368,30222.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 5,222,42522.6 5,165,74823.5 10,230,52122.2

　　　営業利益（△損失） △116,832△0.5 △347,944△1.6 137,7810.3

Ⅳ　営業外収益 ※２ 43,0080.2 55,5060.3 86,6200.2

Ⅴ　営業外費用 ※
１

３
94,1520.4 111,7510.5 200,6630.4

　　　経常利益（△損失） △167,976△0.7 △404,189△1.8 23,7380.1

Ⅵ　特別利益 ※４ 110,0270.5 111,4230.5 75,6000.2

Ⅶ　特別損失 ※
５

６
68,2570.3 41,1430.2 249,6270.6

　　　税引前中間(当期)

　　　純損失
126,206△0.5 333,908△1.5 150,288△0.3

　　　法人税、住民税及び

　　　事業税
27,500 25,400 54,721

　　　法人税等調整額 (貸方)1,21926,2800.2(貸方)1,14724,2520.1(貸方)2,43952,2810.1

　　　中間(当期)純損失 152,486△0.7 358,160△1.6 202,569△0.4
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日)

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し －

　中間純損失 －

　自己株式の取得 －

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
－

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
－ － － －

平成19年６月30日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮 土地圧縮
別途積立金 繰越利益剰余金

積立金 積立金

平成18年12月31日残高(千円)188,00060,509105,0951,095,000△892,699555,905△57,1807,452,481

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し △1,784 1,784 － －

　中間純損失 △152,486△152,486 △152,486

　自己株式の取得 － △247 △247

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
－ －

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
－ △1,784 － － △150,702△152,486△247 △152,734

平成19年６月30日残高(千円) 188,00058,724105,0951,095,000△1,043,401403,418△57,4277,299,746

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 340,889 340,889 5,000 7,798,371

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し － －

　中間純損失 － △152,486

　自己株式の取得 － △247

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
△24,443 △24,443 △24,443

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
△24,443 △24,443 － △177,177

平成19年６月30日残高(千円) 316,446 316,446 5,000 7,621,193
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当中間会計期間(自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30日)

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し －

　中間純損失 －

　自己株式の取得 －

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
－

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
－ － － －

平成20年６月30日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮 土地圧縮
別途積立金 繰越利益剰余金

積立金 積立金

平成19年12月31日残高(千円)188,00056,939105,0951,095,000△1,091,698353,335△57,6517,249,440

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し △1,679 1,679 － －

　中間純損失 △358,160△358,160 △358,160

　自己株式の取得 － △38 △38

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
－ －

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
－ △1,679 － － △356,481△358,160△38 △358,199

平成20年６月30日残高(千円) 188,00055,260105,0951,095,000△1,448,179△4,824△57,6906,891,241

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) 199,222 199,222 5,000 7,453,662

中間会計期間中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩し － －

　中間純損失 － △358,160

　自己株式の取得 － △38

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額(純額)
△85,757 △85,757 △85,757

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
△85,757 △85,757 － △443,957

平成20年６月30日残高(千円) 113,464 113,464 5,000 7,009,705
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前事業年度(自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日)

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 －

　当期純損失 －

　自己株式の取得 －

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額(純額)
－

事業年度中の変動額合計(千円) － － － －

平成19年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮 土地圧縮
別途積立金 繰越利益剰余金

積立金 積立金

平成18年12月31日残高(千円)188,00060,509105,0951,095,000△892,699555,905△57,1807,452,481

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 △3,569 3,569 － －

　当期純損失 △202,569△202,569 △202,569

　自己株式の取得 － △471 △471

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額(純額)
－ －

事業年度中の変動額合計(千円) － △3,569 － － △198,999△202,569△471 △203,040

平成19年12月31日残高(千円)188,00056,939105,0951,095,000△1,091,698353,335△57,6517,249,440

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 340,889 340,889 5,000 7,798,371

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 － －

　当期純損失 － △202,569

　自己株式の取得 － △471

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額(純額)
△141,667△141,667 △141,667

事業年度中の変動額合計(千円) △141,667△141,667 － △344,708

平成19年12月31日残高(千円) 199,222 199,222 5,000 7,453,662
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

前中間会計期間

自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日

当中間会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー

　　　税引前中間(当期)純損失 △ 126,206 △ 333,908 △ 150,288

　　　減価償却費 46,869 51,177 96,547

　　　減損損失 － 33,825 61,519

　　　ソフトウェア償却費 18,998 16,649 36,546

　　　貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 59,136 35,796 54,873

　　　賞与引当金の増加額(△減少額) 15,900 41,200 △ 81,500

　　　退職給付引当金の減少額 － △ 128,910 △ 5,266

　　　受取利息及び受取配当金 △ 9,847 △ 8,511 △ 19,352

　　　支払利息 24,373 23,100 52,888

　　  関係会社出資金評価損 68,257 － 71,231

　　　割増退職金 － － 101,437

　　　事業所移転費用 － 7,318 －

　　　投資有価証券売却益 △ 75,600 △ 111,423 △ 75,600

　　　売上債権の減少額 342,922 985,215 840,590

　　　棚卸資産の減少額 272,308 141,331 854,940

　　　未収入金の減少額(△増加額) 147,517 △ 228,848 88,178

　　　長期前払見本帳費及び

　　　見本帳製作仮勘定の増加額
△ 308,721 △ 119,120 △ 267,004

　　　仕入債務の減少額 △ 126,678 △ 842,841 △ 1,336,266

　　　未払金の増加額(△減少額) 366,154 403,432 △ 85,856

　　　未払消費税の増加額(△減少額) 14,152 △ 103,127 67,602

　　  固定資産購入等支払手形の

      増加額(△減少額)
－ △ 168,774 114,641

　　　その他 103,864 △ 21,856 26,229

　　　　小計 715,127 △ 328,277 446,090

　　　利息及び配当金の受取額 11,344 10,050 19,403

　　　利息の支払額 △ 29,820 △ 28,484 △ 58,089

　　　割増退職金の支払額 － △ 101,437 －

　　　事業所移転による支払額 － △ 7,318 －

　　　法人税等の支払額 △ 70,481 △ 54,721 △ 89,437

　　営業活動による

　　キャッシュ・フロー
626,169 △ 510,188 317,967

Ⅱ　投資活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 18,754 △ 21,101 △ 37,352

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 6,210 △ 12,298 △ 15,372

　　　投資有価証券の売却による収入 104,558 142,802 115,346

　　　貸付による支出 － △ 50,000 －

　　　貸付金回収による収入 6,600 6,600 13,200

　　　保証金の差入による支出 △ 7,357 △ 4,499 △ 49,123

　　　保証金の回収による収入 84,283 114,415 98,430

　　　保険積立金のための支出 △ 8,592 △ 4,569 △ 15,619

　　　保険積立金の解約等による収入 － 117,673 96,855

　　　その他 △ 373 4,674 3,463

　　投資活動による

　　キャッシュ・フロー
154,152 293,696 209,827
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前中間会計期間

自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日

当中間会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ　財務活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　短期借入れによる収入 780,000 950,000 1,300,000

　　　短期借入金の返済による支出 △ 1,225,000 △ 691,665 △ 1,709,998

　　　長期借入れによる収入 180,000 100,000 180,000

　　　長期借入金の返済による支出 △ 586,080 △ 180,160 △ 823,160

　　　社債の償還による支出 △ 60,000 △ 60,000 △ 120,000

　　　その他 △ 7,087 △ 4,555 △ 13,045

　　財務活動による

　　キャッシュ・フロー
△ 918,167 113,619 △ 1,186,203

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る

　　換算差額
－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の

　　増加額(△減少額)
△ 137,845 △ 102,871 △ 658,407

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,470,608 2,812,201 3,470,608

Ⅶ　現金及び現金同等物の

　　中間期末(期末)残高
3,332,763 2,709,329 2,812,201
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　

項目
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

当中間期末日の市場価

格等に基づく時価法に

よっております。なお、

評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に

基づく時価法によって

おります。なお、評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法によっ

ております。

時価のないもの

移動平均法による原価

法によっております。

時価のないもの

　　　同左

時価のないもの

　　　同左

(2) 棚卸資産 ①　商品

(イ)壁装材等内装材料

総平均法による原価

法

①　商品

(イ)壁装材等内装材料

　同左

①　商品

(イ)壁装材等内装材料

　　　同左

(ロ)事務用品等

最終仕入原価法

(ロ)事務用品等

　同左

(ロ)事務用品等

　　　同左

②　貯蔵品

最終仕入原価法

②　貯蔵品

　同左

②　貯蔵品

　　　同左

２　固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産及

び賃貸用不動産

(その他の投資

その他の資産)

定率法(平成10年４月１日

以降に取得した建物〔附属

設備を除く〕については定

額法)によっております。な

お、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　31年～50年

工具器具備品　５年～15年

　同左 　同左

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しており

ます。

これにより営業損失、経常

損失、税引前中間純損失及

び中間純損失はそれぞれ

5,049千円増加しておりま

す。
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項目
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

(2) 無形固定資産 定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

自社利用の
ソフトウェア

５年

　同左 　同左

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計

上しております。

　同左 　同左

(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、下期の賞与

支給見込額のうち当中間会

計期間に負担すべき額を計

上しております。

　同左 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、翌期の賞与

支給見込額のうち当期に負

担すべき額を計上しており

ます。

(3) 退職給付引当金適格退職年金制度の廃止に

伴い、従業員の退職時に支

払う年金資産の積立額が退

職一時金額に不足する場合

の不足額を計上しておりま

す。

　同左 　同左

４　リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

　同左 　同左

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の

方法

 
特例処理の要件を満たして
いる金利スワップ及び金利
キャップについては、特例
処理によっております。

 
金利スワップ取引につい
て、特例処理の適用要件を
満たしている場合には、特
例処理を採用しておりま
す。

 

　同左

(2) ヘッジ手段と

ヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

及 び 金 利

キャップ

ヘッジ対象　借入金

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金

　同左

(3) ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する

権限及び取引限度額を定め

た内部規程に基づき、一部

の借入金について金利変動

リスクをヘッジしておりま

す。

　同左 　同左

(4) ヘッジ有効性の

評価方法

特例処理の適用要件を満た

しているため、ヘッジ有効

性の評価を行っておりませ

ん。

　同左 　同左
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項目
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

６　中間キャッシュ・

フ ロ ー 計 算 書

(キャッシュ・フ

ロー計算書)にお

ける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価格の変動について僅

少なリスクしか負わない、

取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する短期投資か

らなっております。

　同左 　同左

７　その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方

式によっております。

なお、仮払消費税及び仮受

消費税は相殺のうえ、流動

負債「その他の流動負債」

に含めて表示しておりま

す。

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方

式によっております。

なお、仮払消費税及び仮受

消費税は相殺のうえ、流動

資産「その他の流動資産」

に含めて表示しておりま

す。

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方

式によっております。

　

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

(有形固定資産の減価償却方法)

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく定

額法、定率法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。　

―――― (有形固定資産の減価償却方法)

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく定

額法、定率法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。

　

表示方法の変更

　
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

―――――――

 

（中間キャッシュ・フロー計算書）
営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付引当
金の減少額」及び「固定資産購入等支払手形の増加
額」は、前中間会計期間まで営業活動によるキャッシュ
・フローの「その他」に含めて表示しておりましたが、
金額的重要性が増したため区分掲記しております。
なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「退
職給付引当金の減少額」は3,742千円、「固定資産購入
等支払手形の増加額」は31,904千円であります。

――――――― （中間キャッシュ・フロー計算書）
投資活動によるキャッシュ・フローの「保険積立金の
解約等による収入」は、前中間会計期間まで投資活動に
よるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し
ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し
ております。
なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「保
険積立金の解約等による収入」は1,614千円でありま
す。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　

項目
前中間会計期間末
平成19年６月30日

当中間会計期間末
平成20年６月30日

前事業年度末
平成19年12月31日

※１  金融機関休業日

満期手形
 

金融機関休業日満期手形に

ついては、手形交換日に入

出金の処理を行う方法に

よっておりますが、平成19

年６月30日は、金融機関の

休業日に当たるため、同日

満期手形が次のとおり期末

残高に含まれております。

――――― 金融機関休業日満期手形に

ついては、手形交換日に入

出金の処理を行う方法に

よっておりますが、平成19

年12月31日は、金融機関の

休業日に当たるため、同日

満期手形が次のとおり期末

残高に含まれております。

受取手形 14,633千円

支払手形 28,887千円

受取手形割引高 64,053千円

受取手形 117,329千円

支払手形 29,748千円

受取手形割引高 43,017千円

※２  有形固定資産及

び賃貸用不動産

(その他の投資そ

の他の資産)の減

価償却累計額

有形固定資産 4,073,109千円 4,164,111千円 4,114,909千円

賃貸用不動産

(その他の投

資その他の資

産)

318,751千円 328,493千円 323,700千円

※３  担保に供してい

る資産

受取手形 684,213千円 1,240,337千円 990,201千円

建物 858,756千円 792,032千円 831,324千円

土地 1,281,467千円 1,259,179千円 1,281,467千円

賃貸用不動産

(その他の投

資その他の資

産)

167,066千円 160,991千円 164,021千円

計 2,991,503千円 3,452,540千円 3,267,014千円

上記に対応する

債務

短期借入金 1,607,060千円 1,994,637千円 1,753,142千円

１年内返済予

定の長期借入

金

410,560千円 175,420千円 268,160千円

長期借入金 270,380千円 188,280千円 175,700千円

計 2,288,000千円 2,358,337千円 2,197,002千円

営業保証金の

代用として供

している投資

有価証券(そ

の他の投資そ

の他の資産) 50,640千円 35,005千円 36,494千円
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項目

前中間会計期間末
平成19年６月30日

当中間会計期間末
平成20年６月30日

前事業年度末
平成19年12月31日

４　当座借越契約 運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と当座借

越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。

当座借越契約の
総額

1,120,000千円

借入実行残高 910,000千円

借入未実行残高 210,000千円

運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と当座借

越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。

当座借越契約の
総額

1,230,000千円

借入実行残高 1,203,333千円

借入未実行残高 26,667千円

運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と当座借

越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当

期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

 

当座借越契約の
総額

1,030,000千円

借入実行残高 1,030,000千円

借入未実行残高 －千円

５　偶発債務 従業員14名の銀行からの借

入債務に対して債務保証を

行っており、保証債務残高

は9,250千円であります。

従業員10名の銀行からの借

入債務に対して債務保証を

行っており、保証債務残高

は10,427千円であります。

従業員12名の銀行からの借

入債務に対して債務保証を

行っており、保証債務残高

は13,846千円であります。

※６　受取手形割引高 1,282,966千円 1,951,746千円 2,334,204千円
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

　有形固定資産 46,869千円　有形固定資産 51,177千円　有形固定資産 96,547千円

　無形固定資産 18,998千円　無形固定資産 16,649千円　無形固定資産 36,546千円

　賃貸用不動産 4,999千円　賃貸用不動産 4,793千円　賃貸用不動産 9,948千円

※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの

　受取利息 4,935千円　受取利息 5,076千円　受取利息 10,555千円

　不動産賃貸料 20,648千円　不動産賃貸料 16,144千円　不動産賃貸料 40,223千円

　債務整理益 22,497千円　債務整理益 10,472千円

※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの

　支払利息 24,373千円　支払利息 23,100千円　支払利息 52,888千円

　手形売却損 41,778千円　手形売却損 45,929千円　手形売却損 94,177千円

※４　特別利益のうち主なもの ※４　特別利益のうち主なもの ※４　特別利益のうち主なもの

　投資有価証券
　売却益

75,600千円
　投資有価証券
　売却益

111,423千円
　投資有価証券
　売却益

75,600千円

　貸倒引当金戻入益 34,427千円

※５　特別損失のうち主なもの ※５　特別損失のうち主なもの ※５　特別損失のうち主なもの

　関係会社出資金
　評価損

68,257千円　減損損失 33,825千円
　関係会社出資金
　評価損

71,231千円

　事業所移転費用 7,318千円　減損損失 61,519千円

　 　割増退職金 101,437千円

――――― ※６　減損損失 ※６　減損損失

当事業年度において、当社は以下の
資産グループについて減損損失を計
上しております。

当事業年度において、当社は以下の
資産グループについて減損損失を計
上しております。

主な
用途

種類 場所
減損損失
の金額(千
円)

インテリ
ア事業用
資産

建物、土地
関東
地区

33,825

主な
用途

種類 場所
減損損失
の金額(千
円)

インテリ
ア事業用
資産

前払見本帳
費、長期前払
見本帳費

東北
地区

61,519

当社は、管理会計上の区分である事
業別、地区別を基礎として、又、賃貸
用資産、遊休資産については個々の
物件単位ごとに資産グループを決定
しております。
当中間会計期間において、売却の意
思決定を行った資産グループについ
て帳簿価額を正味売却価額まで減損
し、当該減少額を減損損失として特
別損失に計上しております。
なお、正味売却価額は、契約による売
却代金から処分費用見込額を控除し
て算定しております。

当社は、管理会計上の区分である事
業別、地区別を基礎として、又、賃貸
用資産、遊休資産については個々の
物件単位ごとに資産グループを決定
しております。
当事業年度において、住宅着工戸数
の減少の影響を大きく受けた資産グ
ループについて帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として特別損失に計上しており
ます。

種類
減損損失の金額
(千円)

建物 11,537

土地 22,287

計 33,825

種類
減損損失の金額
(千円)

前払見本帳費 42,644

長期前払見本帳費 18,874

計 61,519
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 12,662,100 ― ― 12,662,100

　Ａ種無議決権

　種類株式
3,250,000 ― ― 3,250,000

　　合計 15,912,100 ― ― 15,912,100

自己株式

　普通株式 332,170 1,100 ― 333,270

　　合計 332,170 1,100 ― 333,270

(注)　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加によるものです。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会計期間
末残高(千円)前事業年度末

当中間会計期間
増加

当中間会計期間
減少

当中間会計期間
末

第一回
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － － 3,250,000 5,000

　合計 3,250,000 － － 3,250,000 5,000

　

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

　Ａ種無議決権

　種類株式
3,250,000 － － 3,250,000

　　合計 15,912,100 － － 15,912,100

自己株式

　普通株式 334,370 300 － 334,670

　　合計 334,370 300 － 334,670

(注)　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加によるものです。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会計期間
末残高(千円)前事業年度末

当中間会計期間
増加

当中間会計期間
減少

当中間会計期間
末

第一回
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － － 3,250,000 5,000

　合計 3,250,000 － － 3,250,000 5,000

　

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

　Ａ種無議決権

　種類株式
3,250,000 － － 3,250,000

　　合計 15,912,100 － － 15,912,100

自己株式

　普通株式 332,170 2,200 － 334,370

　　合計 332,170 2,200 － 334,370

(注)　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加によるものです。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

第一回
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － － 3,250,0005,000

合計 3,250,000 － － 3,250,0005,000

　

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

　

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

　

項目
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高と

中間貸借対照表(貸借対

照表)に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定

現金及び現金同等物

3,332,763千円

3,332,763千円

2,709,329千円

2,709,329千円

2,812,201千円

2,812,201千円
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(リース取引関係)

　

項目
前中間会計期間

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期

末(期末)残高相当額

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

減損損失

累計額

相当額

(千円)

中間

期末残高

相当額

(千円)

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

減損損失

累計額

相当額

(千円)

中間

期末残高

相当額

(千円)

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

減損損失

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

機械及び装置
(その他の有形固定資産)

工具器具備品
(その他の有形固定資産)

ソフトウェア
(無形固定資産)

合計

1,868,8761,735,977101,51631,382

484,236232,40274,562177,271

282,725150,356－ 132,368

2,635,8382,118,736176,079341,022

　
　

1,075,352195,981101,516777,854

417,991220,63372,656124,701

225,830145,807　　－ 80,023

1,719,174562,421174,172982,579

　
　

1,068,944102,756101,516864,671

469,286246,68274,562148,041

282,725178,629－ 104,095

1,820,956528,068176,0791,116,809

　
　

未経過リース料中間期

末(期末)残高相当額

１年以内

１年超

合計

220,743千円

289,831千円

510,574千円

334,796千円

772,774千円

1,107,570千円

349,305千円

912,308千円

1,261,614千円

リース資産減損勘定の

中間期末(期末)残高

153,070千円 107,054千円 130,062千円

支払リース料

リース資産減損勘定

の取崩額

減価償却費相当額

支払利息相当額

減損損失

204,117千円

23,008千円

161,973千円

7,721千円

－千円

196,655千円

23,008千円

161,571千円

15,820千円

－千円

407,205千円

46,016千円

327,154千円

21,422千円

－千円

減価償却費相当額の算

定方法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

同　左 同　左

利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。

同　左 同　左
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年６月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 174,204 706,942 532,738

計 174,204 706,942 532,738

　

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 9,191

その他 29,217

　 (注)　その他有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には、回復する見込みのな

いほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合に

も、当該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落であるものとみなして、減損処理を行います。

　

当中間会計期間末(平成20年６月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 145,741 336,758 191,017

計 145,741 336,758 191,017

　

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 9,191

　 (注)　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について1,123千円の減損処理を行っております。

その他有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には、回復する見込みのな

いほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合に

も、当該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落であるものとみなして、減損処理を行います。
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前事業年度末(平成19年12月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 174,114 509,505 335,390

計 174,114 509,505 335,390

　

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 9,191

その他 19,621

　 (注)　当期において、その他有価証券で時価のある株式について5,801千円の減損処理を行っております。

その他有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には、回復する見込みのな

いほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合に

も、当該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落であるものとみなして、減損処理を行います。

　

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末(平成19年６月30日)

当中間会計期間において、すべてのデリバティブ取引にヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありま

せん。

　

当中間会計期間末(平成20年６月30日)

当中間会計期間において、すべてのデリバティブ取引にヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありま

せん。

　

前事業年度末(平成19年12月31日)

当事業年度において、すべてのデリバティブ取引にヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありませ

ん。
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(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報) 

　

項目

前中間会計期間

自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日

当中間会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日

前事業年度

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日

１株当たり純資産額 488円88銭 449円67銭 478円16銭

１株当たり中間(当期)

純損失
9円78銭 22円99銭 13円00銭

潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)

純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜
在株式は存在するものの、
１株当たり中間純損失であ
るため記載しておりませ
ん。

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜
在株式は存在するものの、
１株当たり中間純損失であ
るため記載しておりませ
ん。

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜
在株式は存在するものの、
１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりませ
ん。

(注)１　１株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類株式を普通株式と同等の株式として取り扱ってお

ります。

　　 ２　１株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、Ａ種無議決権種類株式について

は普通株式と同等の株式として取り扱っております。

　
前中間会計期間

自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日

当中間会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日

前事業年度

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日

１株当たり中間(当期)

純損失金額

中間(当期)純損失(千円) 152,486 358,160 202,569

普通株主及び普通株主と

同等の株主に帰属しない

金額(千円)

－ － －

普通株式及び普通株式と

同等の株式に係る中間

(当期)純損失(千円)

152,486 358,160 202,569

普通株式及び普通株式と

同等の株式の期中平均

株式数の種類別内訳(株)

普通株式 12,329,353 12,327,560 12,328,694

Ａ種無議決権種類株式 3,250,000 3,250,000 3,250,000

計 15,579,353 15,577,560 15,578,694

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の

概要

第１回新株予約権（新株

予約権の数50個）。これら

の概要は、「第４提出会社

の状況　１株式等の状況　

(2)新株予約権等の状況に

記載の通りであります。

同　左 同　左
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（重要な後発事象）

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第67期(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

平成20年３月28日関東財務局長に提出

(2)有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第67期(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

平成20年３月31日関東財務局長に提出

　

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年９月12日

　

リリカラ株式会社

取締役会　 御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　中　　川　　幸　　三　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　芝　　田　　雅　　也　　㊞

　

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリリカラ

株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第６７期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平

成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、リリカラ株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１

日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年９月10日

　

リリカラ株式会社

取締役会　 御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　中　　川　　幸　　三　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 　芝　　田　　雅　　也　　㊞

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るリリカラ株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第６８期事業年度の中間会計期間（平成20年１月

１日から平成20年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動

計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、リリカラ株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20年１月１

日から平成20年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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